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令和４年５月31日告示第250号 

松阪市まちなか空家流通促進補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の空家の有効活用及び流通の促進による地域活性化を図るため、空家の売

買又は賃貸に要する経費に対し、まちなか空家流通促進補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて、松阪市補助金等交付規則（平成17年松阪市規則第63号。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中山間地域 飯南、飯高及び嬉野（宇気郷及び中郷地区に限る。）管内のことをいう。 

(２) 空家 個人が居住若しくは事業を目的として建築し、現在居住若しくは活用していない又は

近い将来居住若しくは活用しなくなる予定の建築物及びその敷地であって、次のいずれにも該当

しないものをいう。 

ア 賃貸又は分譲等を目的とした建築物 

イ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第２条第２項に規定する特定

空家等 

(３) 所有者 空家又は空地に係る所有権その他の権利により、当該空家又は空地の売却又は賃貸

を行うことができる者をいう。 

(４) まちなか空家利活用促進制度 松阪市まちなか空家利活用促進制度実施要綱（令和２年松阪

市告示第338－２号）の定めるところにより、中山間地域を除く市内に存する空家若しくは空地の

売却又は賃貸を希望する所有者からの申込みにより、空家若しくは空地に関する情報を登録し、

空家若しくは空地の利用希望者に対して市が情報を提供する仕組みをいう。 

(５) 登録所有者 空家若しくは空地の売却又は賃貸を希望する所有者で、まちなか空家利活用促

進制度における登録完了の通知を受けた者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、登録所有者とする。ただし、市税を滞納している

者は対象としない。 

（補助対象の空家） 

第４条 補助金の交付の対象となる空家は、まちなか空家利活用促進制度に登録された空家とする。 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助対象事業、補助対象経費及び補助額（1,000円未満は、これを切り捨てた額。）は、次の

表のとおりとする。ただし、当該補助額の合計額については、20万円を上限とする。 

補助対象事業 補助対象経費 補助額 

不動産登記等 補助対象の空家の敷地境界確定、所有権保存登記及び相続

に伴う所有権移転登記、成約に伴う所有権移転登記等に係

る費用として土地家屋調査士、司法書士等に依頼して支払

った費用（ただし、登録免許税額は除く） 

補助対象経費の

２分の１ 

取引仲介手数料 補助対象の空家の成約に伴い、仲介業者に支払った手数料 補助対象経費の

２分の１ 

家財整理処分 補助対象の空家の成約に伴い、屋内にある遺品等の家財の

整理及び搬出に要する事業者に支払う経費 

補助対象経費の

２分の１ 

（補助金交付申請及び交付決定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、松阪市まちなか空家

流通促進補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて市長に提出するものとする。 

(１) 事業実施に係る契約書等の写し 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請の受付期間は、補助対象の空家が成約した日から補助対象の空家が成約した日の属する会計

年度の３月20日までとする。 

３ 申請の受付は、先着順とし、予算の額に達した場合は受付を終了する。 
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４ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当と認めた

ときは、松阪市まちなか空家流通促進補助金交付決定通知書（様式第２号）により交付申請者に通

知するものとする。 

（補助対象事業の変更） 

第７条 前条の規定による通知を受けた交付申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合

は、あらかじめ松阪市まちなか空家流通促進補助金変更承認申請書（様式第３号）に当該変更に係

る書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当と認めたと

きは松阪市まちなか空家流通促進補助金変更決定通知書（様式第４号）により交付申請者に通知す

るものとする。 

（補助金交付申請の取下げ） 

第８条 交付申請者は、第６条又は第７条の申請を取り下げようとする場合は、松阪市まちなか空家

流通促進補助金取下申出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 交付申請者は、補助対象の空家の成約後、松阪市まちなか空家流通促進補助金実績報告書（様

式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象事業の実施に係る経費が確認できる請求書の写し 

(２) 前号の請求書について支払ったことが確認できる領収書又は銀行振込の写し 

(３) 補助対象事業ごとに次の表に定める書類の写し 

補助対象事業 書類 

不動産登記等 ・遺産分割協議書（協議が行われた場合） 

・名義変更後の登記事項証明書 

・境界確認書（確認が行われた場合） 

取引仲介手数料 登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書 

家財整理処分 家財整理、搬出後の室内写真 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の書類は、補助対象の空家が成約した日の属する会計年度の３月20日までに提出しなければ

ならない。 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定による実績報告が提出されたときは、これを審査し、必要があると認め

る場合には現場を検査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、松阪市まち

なか空家流通促進補助金確定通知書（様式第７号）により交付申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 交付申請者は、前条の交付決定通知書を受けた日から起算して10日以内に松阪市まちなか空

家流通促進補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付申請者に補助金を交付するものとする。 

（終期等） 

第13条 この要綱に基づく補助金の交付の終期は、特別な事情がない限り令和７年３月31日とする。 

２ 前項に規定する終期が到来したときは、補助金の交付について再検討をし、継続又は廃止を決定

するものとする。 

３ 目的が達成されたと認めた場合は、補助期間内であっても補助金の交付を終了するものとする。 

（書類の整理等） 

第14条 この補助金を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付

を受けた年度終了後から５年を経過するまでの間保管しなければならない。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条第１項関係） 
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様式第２号（第６条第４項関係） 
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様式第３号（第７条第１項関係） 
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様式第４号（第７条第２項関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条第１項関係） 
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様式第７号（第10条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 

 


